
No 分類 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

1 公募要項 1 ２ （５）
該当諸室が閉館（利用停止）になっている期間、その諸室で実施し
ている教室を振替開催するために、該当外諸室の優先利用枠を拡
大することは可能かご教示ください。

一般利用枠確保の観点から、業務の基準で規定している優先
利用枠を越えて教室を設定することはできません。

2 公募要項
1
16

２
９

（５）
（４） イ

1ページには、「本工事に伴う休館実施の影響で発生する収入減額
分についての補償は行いません。」と記載があります。また、16ペー
ジでは「平成29年度実施予定の吊天井改修工事の影響分を含めな
い提案をして下さい。」との記載もあります。
平成29年度に吊天井の改修工事を実施した場合、該当諸室以外は
営業しているため、維持管理に関する経費が一定額発生します。こ
の吊天井改修工事に伴う影響分については、リスク分担に基づき別
途協議ということでよろしいでしょうか。

工事に伴う影響分について、行政から補てん等はいたしません。そのため影響分
を踏まえた指定管理料の提案をして下さい。また、提案の際は工事対象施設のみ
利用停止として提案して下さい。
※これに伴い、公募要項の記載を修正しました。

3 公募要項 1 2 (5)

「本施設は、平成29年度に吊天井改修工事を予定しているため、該
当諸室を最長で6か月程度閉館（利用停止）する予定です。」と記載
がありますが、該当諸室とはどこになるでしょうか。また、該当諸室
にあたらない諸室は、工事期間中も工事等の影響なく通常通り利用
できるということでよいのでしょうか

港南スポーツセンターでは「第１体育室」及び「第２体育室」が該当になります。
該当諸室及び該当外諸室対応や、工事等スケジュールは実施前年度の28年度に
決定する予定です。

4 公募要項 1 2 (5)

吊天井改修工事の該当諸室が複数ある場合、同時に工事が行わ
れ、該当諸室全てが同期間利用停止となるのでしょうか。それとも、
1室ずつ工事が行われ、工事が行われていない場所は工事期間中
も工事等の影響なく通常通り利用できるのでしょうか。

質問３の回答をご覧ください。

5 公募要項 4 ６ （４）
修繕の費用について、「1件あたり100万円（消費税別）を上限」と記
載がありますが、1件あたり100万円以上の修繕提案をしてもよろし
いかご教示ください。

提案していただいてかまいません。

6 公募要項 4 ６ （４）

第2期指定管理提案では12条点検分の費用を計上していましたが、
12条点検は市が行う（契約）ことになり、指定管理料から該当点検費
用を各年度差引かれています。第3期も横浜市が直接実施していた
だけると考えてよろしいかご教示ください。

その通りで結構です。

7 公募要項 5 ６ （７）
「1施設当たり1口座を原則」と記載されていますが、会計システムに
よる施設毎の収支管理を行っていれば1施設1口座設けなくてもよろ
しいかご教示ください。

やむをえない事情等でどうしても１施設当たり１口座が難しけ
れば、施設ごとの収支管理を徹底することを条件として認める
ことも可能です。
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8 公募要項 14 ９ （４）

応募書類について、「原本及び写しの書類のうち1部はファイル綴り
とし・・・」と記載されていますが、応募関係書類表紙の注意書きに
は、「写しの書類のうち11部はファイル綴りとし・・・」と記載されてい
ます。どちらが正しい説明かご教示ください。
また、原本に関する記載がありませんが、原本1部はファイル綴りと
理解してよろしいかご教示ください。

書類は次の通り提出してください。
　・原本（１部）…ファイル綴り
　・写し（12部）…11部（ファイル綴り）、１部（クリップ留め）
※上記以外については公募要項及び応募関係書類表紙の記載に従って下さい。
※これに伴い、公募要項及び応募関係書類表紙の記載を修正しました。

9 公募要項 14 ９ （４）

提案書について、公募要項では原本１部、写し12部の合わせて全13
部をファイル提出と理解しましたが、応募関係書類表紙の注意書き
には、写しの書類のうち12部はファイル綴りとし、1部についてはク
リップ留めで提出とあるため、写しの書類で13部と読めます。提案書
の原本及び写しの部数について今一度ご教示ください。

質問８の回答をご覧ください。

10 公募要項 14 9 (4) ア

「次の応募書類を（ア）から順に並べ、原本を1部、写しを12部提出し
てください。なお、原本及び写しの書類のうち1部はファイル綴りとし、
1部についてはファイルやステープラー等で留めず、クリップ留めで
提出してください。」と記載されていますが、写し12部のうち10部はど
のような方法で提出すればよいのでしょうか。

質問８の回答をご覧ください。

11 公募要項 15 ９ （４） ア（ウ）

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第63条第1項におい
て、役員は理事及び監事を示しておりますので、評議員については
申請団体役員名簿の一覧に含めないと理解してよろしいかご教示く
ださい。

含めないで結構です。

12 公募要項 15 ９ （４）
ア（ウ）
ア（カ）

応募書類提出前に役員の改選が予定されています。新役員が登記
事項証明書に反映されるまでに時間がかかるため、提出日の申請
団体役員名簿(様式３)と登記事項証明書内役員名が異なる場合が
ありますがよろしいかご教示ください。

旧役員が記載された登記事項証明書をまずはご提出いただき、新役員が登記事
項証明書に反映され次第、改めて反映済登記事項証明書の御提出おをお願いし
ます。

13 公募要項 15 9 (4) ア(ウ)
様式3（申請団体役員名簿）のエクセルファイルと提案書及び収支計
画の　PDF、Excelデータは同一の記録メディアに保存して提出して
問題ないでしょうか。

問題ありません。

14 公募要項 15 9 (4) ア(ウ)

様式3の照会データが転記される部分で法人名のｶﾅは転記されま
せんが、
直接照会データシートへ転記してしまって構わないでしょうか。
それとも空欄のままの方がよいでしょうか。

空欄のままでかまいません。

15 業務の基準 2 ９ １ （１０） 受入対象年齢による託児保育者数の基準はあるかご教示ください。 資料１「港南区一時託児推進事業実施要領」をご覧ください。



No 分類 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

16 業務の基準 2 ９ １ （１０） 託児保育者の謝金額（時給）の基準はあるかご教示下さい。 資料１「港南区一時託児推進事業実施要領」をご覧ください。

17 業務の基準 9 2 1 (9)ア

「（注2）現在各施設において実施している上記教室は、指定管理者
は、原則開催するように努めなければならない」と記載があります
が、教室内容を把握するために、現在行われている教室の詳細（概
要、定員、開催場所、時間、料金　等）がわかる資料の提示をお願い
します。

資料２「教室四半期収支報告」をご覧ください。

18 業務の基準 16 3 4
備品の更新や破棄等を検討するにあたり、備品およびリース備品の
一覧表の開示をお願いします。

港南区ホームページの指定管理者のページの参考書類にて公開します。
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/bosyu-cc/sk-sport-3.html

19 応募関係書類 様式４
申請者欄に捺印箇所が二カ所ありますが、同じ印でもよろしいかご
教示ください。

社判（角印）と代表者印（丸印）の押印をお願いします。代表者印（丸印）１箇所で
もかまいません。

20
その他
（収支決算
書）

平成23、24、25年度の以下各項目の内訳の詳細をご教授ください。
また、平成26年度分の数字も開示ください。

・利用料金収入
・文化系教室収入
・スポーツ教室事業収入
・託児事業収入
・広告事業収入

港南区ホームページにあります事業報告書をご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/jokyo-cc/siteiunnei-krs.html#sc

21
その他
（収支決算
書）

平成23、24、25年度の以下各項目の内訳の詳細をご教授ください。
また、平成26年度分の数字も開示ください。

・人件費・賃金　　　　　　　・使用料・賃借料
・修繕費　　　　　　　　　　・公租公課費
・設備管理費　　　　　　　　・謝金
・保安警備費　　　　　　　　・委託料
・備品購入費　　　　　　　　・旅費
・消耗品費　　　　　　　　　・通信運搬費
・外構・植栽管理費　　　　　・支払手数料
・廃棄物処理費　　　　　　　・会費及び負担金
・広報費　　　　　　　　　　・その他
・印刷製本費　　　　　　　　・租税公課費
・光熱水費　　　　　　　　　・間接事務費
・保険料

港南区ホームページにあります事業報告書をご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/jokyo-cc/siteiunnei-krs.html#sc
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22
その他
（収支決算
書）

平成23、24、25年度の以下各項目の内訳の詳細をご教授ください。
また、平成26年度分の数字も開示ください。

・自動販売機収入
・物販事業収入
・レンタル事業収入
・派遣指導事業収入
・その他収入
・時間外利用料金収入

港南区ホームページにあります事業報告書をご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/jokyo-cc/siteiunnei-krs.html#sc

23
その他
（収支決算
書）

平成23、24、25年度の以下各項目の内訳の詳細をご教授ください。
また、平成26年度分の数字も開示ください。

・自動販売機支出
・物販事業費支出
・レンタル事業費支出
・派遣指導事業費支出
・その他支出
・時間外施設管理費支出

港南区ホームページにあります事業報告書をご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/siteikanri/jokyo-cc/siteiunnei-krs.html#sc
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